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「認知機能が十分でない方への出張法律相談」について 

 

 平素から本県の介護保険行政の推進については、格別の御理解と御協力を賜り 

厚く御礼申し上げます。 

さて、厚生労働省から、「認知機能が十分でない方への出張法律相談」につい

ての情報提供がありました。 

ついては、本制度について御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

なお、本件にかかる問合せについては、日本司法支援センター本部へお願いし

ます。 

記 

 

〇添付資料 

 ・厚生労働省事務連絡 

「認知機能が十分でない方への出張法律相談」に関する情報提供について 

 ・日本司法支援センター本部依頼文書 

「認知機能が十分でない方への出張法律相談」の周知について（依頼） 

 ・「司法ソーシャルワーク」の業務メニュー説明資料（別添１） 

 ・「特定援助対象者法律相談援助」の業務フロー説明資料（別添２） 

 ・特定援助対象者法律相談票及び記入例（別添３） 

 ・日本司法支援センター地方事務所一覧表 
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